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再    開  （午後  ２時０１分） 

 

○議  長  

 皆さん、こんにちは。 

 ただいまの出席議員は１２名で定足数に達しておりますので、平成２３年平

群町議会第５回定例会を再開いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

（ブー） 

○議  長  

 経済建設課長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。

経済建設課長。 

○経済建設課長 

 失礼します。 

 それでは、１点、御報告をいたします。 

 これまでも議会で説明を申し上げてまいりました櫟原農地改良事業につきま

して、去る９月１日付で森林法並びに採石法に基づく県の許可、認可がなされ

ました。 

 今後につきましては、県と連携を持たせる中で事業の進捗を見守るとともに、

協定書を順守し、適正に事業執行されるよう事業主に行政指導を行ってまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議  長  

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしております議事日程表のとおりであ

ります。議事日程表に従い議事を進めてまいります。 

 日程第１  認定第  ２号  平成２２年度平群町一般会計歳入歳出決算の認定

について 

 日程第２  認定第  ３号  平成２２年度平群町住宅新築資金等貸付事業特別

会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第３  認定第  ４号  平成２２年度平群町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 日程第４  認定第  ５号  平成２２年度平群町老人保健特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 日程第５  認定第  ６号  平成２２年度平群町下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

 日程第６  認定第  ７号  平成２２年度平群町農業集落排水事業特別会計歳
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入歳出決算の認定について 

 日程第７  認定第  ８号  平成２２年度平群町学校給食費特別会計歳入歳出

決算の認定について 

 日程第８  認定第  ９号  平成２２年度平群町介護保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 日程第９  認定第１０号 平成２２年度平群町奨学資金貸付事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 

 日程第１０ 認定第１１号 平成２２年度平群町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算の認定について 

 日程第１１ 認定第１２号 平成２２年度平群町用地先行取得事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 

以上１１件を会議規則第３７条の規定により一括議題といたします。 

 本案１１件については決算審査特別委員会に付託しておりますので、委員長

の報告を求めます。はい、山口君。 

○決算審査特別委員長（山口昌亮） 

 決算審査特別委員会委員長報告を行います。 

 去る９月６日に開催されました平群町議会第５回定例会の本会議において付

託を受けた平成２２年度平群町一般会計並びに各特別会計歳入歳出決算の認定

１１件について、９月７日に開催した本委員会での審議内容と審査結果を報告

します。 

 認定第２号 平成２２年度平群町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 決算額は、歳入総額７２億３２４万５，８２６円、歳出総額７０億７，７０

７万３，２３９円で、形式収支は１億２，６１７万２，５８７円の黒字、翌年

度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は１億４７０万１，５８７円の黒

字決算となっています。 

 決算認定の審議に当たっては、歳出は款ごとに、歳入は一括して審議しまし

た。 

 審議の主な内容は以下のとおりです。 

 議会費、総務費の質疑では、本庁舎の宿日直の業務について年度途中から委

託しているが、どのようなメリットがあるのかとの質問があり、経費は若干増

えるが、職員の負担軽減による健康管理と宿直の安定した体制づくりができる

ことでメリットがあったとの答弁がありました。 

 自主防災組織結成支援補助金の使途の質問には、５団体が結成され、そのう

ち申請のあった２団体に補助金を支払ったとの答弁がありました。 

 臨時職員の雇用期間についての質問には、基本的には地方公務員法第２２条
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によって半年雇用、更新１回が原則で、最長１年となっているが、保育士など

資格職は、現場の状況を配慮しておおむね３年という雇用もあるとの答弁でし

た。 

 庁舎の修繕費が前年度より下がっている理由の質問には、公用車の買いかえ

によるものと答弁、職員給与のラスパイレス指数の質問には、２１年度は９２

との答弁でした。 

 不用額について、一般会計全体で１，０００万円以上が５件あるが、予算計

上の積算が甘いのではとの質問には、設計金額が予算計上されているため、入

札差金として不用額が出ているとの答弁でした。 

 広報マイタウンについて、お粗末と言うか、紙も悪いし、批判があるが、い

まのまま続けるのか、少しお金を出してましなものにするのかとの質問には、

可能な限り予算の確保に努めたいとの答弁でした。 

 土地開発公社からの買い戻し額は２４４万８９５円だが、この用地の同公社

の簿価は３，２５４万円で、端数にも満たない。差額の損失は公社で埋めるよ

うだが、それでやっていけるのか。また、この責任の所在についての質問には、

公社の経理基準の改正で特定土地という概念が新たに示され、買い戻しはそれ

までの簿価処理から時価処理になったことによるもの。ただし、公社の余剰金

の範囲で特定土地化して、損失分を公社で持つという方針。責任問題は一つ一

つの事業用地の具体的検証は必要との答弁でした。 

 戸籍住民基本台帳費の備品購入費で、３万円の不用額が出ていることについ

ては、購入予定の本を北和連絡協議会が負担したためと説明。これに対し、せ

っかくの予算、職員のスキルアップに役立つ本を買うことも考えてはとの質問

には、今後検討していきたいと答弁。このほか、コミバスの利用人数について、

年間２万５，３４２人で、西山間ルート１万９４８人、南部ルート１万４，３

９４人との答弁がありました。 

 民生費については、学童保育所の入所人数について、値上げ等もあったが、

かなり人数が減っていることをどのように分析しているのかとの質問があり、

児童数の減は値上げのこともあるが、値上げしても他町より飛び抜けて高いと

いうことではないと答弁。しかし、逆に特色や独自性がなく、魅力がなくなり、

学童に入れてまで働きにいくメリットが少なくなったと思うが、どうかとの質

問には、値上げ後、児童数の月平均は２１年度が１２９名、２２年度は１３１

名、２３年度直近は１４４名と徐々に伸びているとの答弁がありました。 

 高令者文化・スポーツ振興交流事業の補助金が、前年度の３０万４，０００

円から２４万５，０００円に減った理由については、単価が９，５００円から

７，０００円になり、スポーツクラブが一つ減って３クラブに、文化クラブが
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２８から３０になったことによるものとの説明がありました。また、各クラブ

への補助の方法について、スポーツ関係と文化関係のクラブの違いなど、それ

ぞれの実情に応じて考える必要があるとの指摘には、スポーツクラブが減って

いる点も含め、各クラブの実態確認もして対応していく旨の答弁がありました。 

 緊急通報装置設置がゼロ円については、２２年度から、それまでの所得に応

じて一定額を個人負担する形から、町が一斉にリースする形に切りかえたため、

本来この項目の予算は削除すべきものだったと説明。老人福祉の地域介護福祉

空間整備補助の支出先については、スプリンクラーが３事業所、消防署へ通報

する火災報知器が２事業所との説明がありました。 

 社会福祉総務費で措置している社会福祉協議会への補助金について、同協議

会の経営と関連した質疑があり、同協議会も経営努力しているが、２２年度決

算では、基金を１，７００万円取り崩すなど厳しい状況にある旨の答弁があり

ました。 

 プリズムへぐりの建築設備検査委託料が、２１年度５万２，５００円まで下

がっていたのが、９万円になっている。その他の施設でも同様との指摘に、関

係課合同で入札している。２２年度は、基準が変わったことで単価が上がった

と業者から聞いていると答弁。しかし、他の市町村では、基準が変わってもそ

のままで努力している。しっかり精査をとの意見が述べられました。 

 人権交流センターの特殊建築物点検委託料がゼロ円になっていることについ

て、法律的に執行することが求められていると思うがどうかとの質問には、予

算計上した後、東館（旧児童館）を２年間休館することになったので、予算執

行しなかった。法的な罰則規定はわからないが、指導が入る可能性はあるとの

答弁でした。 

 衛生費では、保健衛生関係の負担金が年度により変動していることについて

の質問があり、郡山保健所管内の協議会負担金は、一部の市町村が支払えない

ということで、全市町村が支出しないということになった。その他は、人口割

などそれぞれの基準で積算されている旨の答弁がありました。 

 予防費が６２６万円の予算に対して、３８５万円もの不用額があることをど

のように分析しているのかとの質問には、子宮頸がん予防ワクチンを国が大々

的に広報していたことも考慮して予算を組んだが、ヒブワクチン、小児用肺炎

球菌ワクチンで医療事故があり、厚生労働省から予防接種を見合わせてほしい

という要請があった。また、日本脳炎も全面的な予防接種の予定が、限定的な

ものになったことなどが影響した旨の答弁がありました。 

 子宮頸がん予防ワクチンの接種率は、中学３年生が６４％、高校１年生が７

０％弱で、接種率が低い。もっとＰＲすべきとの質問には、子宮頸がん予防ワ
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クチン接種が、国の補助基準に基づき全国の市町村で実施されたため、ワクチ

ンが不足するということで、国から１回目を接種した方のみに２回目をすると

いうことになった。２３年度になってワクチンが量産され、７月２０日からす

べての方が接種できるようになった。今後、広報に努めたい旨の答弁がありま

した。 

 清掃センターの焼却炉運営委託料が予算より多くなっていることについての

質問には、焼却炉の補修、損傷によって時間外の運転が５６６時間あったこと

によるものと説明がありました。 

 し尿の今後の処理量をどのように見ているかとの質問には、公共下水道への

接続で減っていくとの説明だけで、具体的な数字の答弁はありませんでした。 

 不法投棄パトロールの委託料が予算の半分以下になっていることについては、

入札で半分の金額で落ちたためと説明。これは緊急雇用対策での国の交付金、

全額使い切ることはできなかったのかとの質問には、当初の事業計画に基づい

た実施で、これ以外には使えないとの答弁がありました。 

 地域猫避妊去勢事業助成金がゼロ円、野良猫がいなくなったのか、申請がな

いのかとの質問には、申請は１件あったが、助成基準にならなかった旨の答弁

がありました。 

 労働費では、失業対策費で臨時職員として雇用した人数の質問があり、雇用

人数は延べ１１名、実数４名で、平群町住民は延べ２名、実数１名と説明。臨

時職員に貸与している作業着について、被服貸与規程に基づいてきちんとやっ

てほしい旨の意見がありました。 

 農林水産業費では、農林業振興費で地域ブランド商品開発の業務委託として

６１２万９，０００円、具体的な成果はとの質問があり、ブランド開発は国の

交付金事業のふるさと雇用事業で実施しているもので、成果は黒豆の作付によ

る黒豆煮、未完成だがウリを栽培して奈良漬けの商品化を目指している、中華

料理の食材として使われるマコモダケを秋に収穫すると答弁。また、ふるさと

雇用事業は２２年度で終わっているが、今後の展開も検討したい旨の答弁があ

りました。 

 遊休農地を借り上げて住民に貸し出すふれあい農園をもっと増やす考えがあ

るかとの質問には、全１０９区画すべて使用していただいている。いま把握し

ている条件のよい遊休農地はほぼ利活用されているが、利用者のニーズがどん

どんあるということであれば、今後農業委員会とも相談して対応したい旨の答

弁がありました。 

 商工費では、観光費の信貴山ｉセンターへの補助金が本年度で終わるが、今

後の考えはとの質問に、金銭的な支援はないが、活動の支援はしていくと答弁。
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上庄地区の紀氏神社隣接地に計画しているホタルの里整備事業について、計画

図は公園のようだが、管理はどうなるのかとの質問に、神社南側の１，４００

平方メートルの町有地を公園整備し、公園へのアプローチ関連や附帯整備も必

要で、最小限の費用負担は発生する。維持管理については、基本的に町で行う

が、管理方法については、今後地元協議をして決めていきたいとの答弁があり

ました。 

 工事の発注について、災害の復興時に大きな役割を果たす町内業者をどのよ

うな考え方で選定しているのかとの質問には、基本は地元業者優先だが、でき

ない部分とか業者数が少ない場合は、町外からも入ってもらうと答弁。発注工

事の事故の状況については、２２年度は１件で、発注先業者の社会保険等への

加入状況についても確認して発注しているとの答弁がありました。 

 町内業者の数の変動とランクづけについての質問には、業者数は若干減り、

ランクは土木で、Ａ級３、Ｂ級６、Ｃ級５、Ｄ級４、Ｅ級２２の計４０業者と

の答弁がありました。 

 老朽化した町営住宅の今後の対策についての質問には、昨年から老朽住宅入

居者の意向調査を実施したが、いまのところがいいとの回答や払い下げ、転居

希望があった。払い下げについては県と協議して検討していくが、強制的に移

っていただくとか、建てかえるからその計画に乗っていただくとかできないの

で、粘り強く対応したい旨の答弁。町は、最低でも老朽化した住宅の耐震診断

をすべきとの意見がありました。 

 既存木造住宅耐震事業補助金、当初１件分５０万円の予算があったが使われ

なかった理由の質問には、耐震改修の募集をしたが、申し込みがゼロだったと

答弁。耐震改修補助の前提となる耐震診断補助については、２２年度は７件と

の答弁でした。 

 駅周辺整備事業の執行状況についての質問には、予算ベースで２１年度が２

２年度へ、２２年度が２３年度へ繰り越し、当初計画より若干遅れているとの

答弁がありました。 

 住居表示事業の必要性についての質問には、平成１８年から財政も含めて保

留している。今後は、財政状況も見ながら進めたい旨の答弁がありました。 

 教育費では、外国語活動実践研究事業費がゼロ円、やらなかったのかとの質

問に、南小学校で２１年度と２２年度の２カ年、文部科学省の１００％補助事

業で予算計上したが、国の事業仕分けで事業廃止になったため、２２年度は予

算執行しなかったと答弁。一般財源を使ってもやろうという気はないかとの質

問には、現在、小学校５年、６年で英語活動が義務化され、ＡＬＴを活用した

授業を推進しているとの答弁がありました。 
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 就学奨励費の実績についての質問に、小学校の準要保護が９１名、要保護が

３名、特別支援学級が１５名、中学校は準要保護が３６名、要保護が５名、特

別支援学級が４名との答弁でした。 

 青年団の運営補助金がゼロ円になったのはなぜかとの質問に、交付要綱にあ

わないということではなく、補助金を交付するために必要な書類が提出されな

かったためとの答弁がありました。 

 学校給食センターの光熱水費が予算より７０万円ぐらい多くなっているがと

の質問に、漏水があり、その発見に時間がかかったことによると答弁。米飯給

食の質問には、委託単価は変わらないが、食数が小学校２，８６９、中学校３，

８９８、それぞれ減と答弁。残飯などの汚泥処理委託が前年度より多くなって

いる要因については、トン当たりの単価が前年度の３万６，７５０円から、２

２年度４万４，０００円に入札で上がったこと、処理費が前年度の１万８５７

キロから１万５，８８４キロに増加したことと答弁がありました。 

 公債費では、２２年度末の普通会計の地方債残高について質問があり、１０

１億円との答弁がありました。 

 歳入では、歳出の不用額３億８，０００万円の中で、歳出減に連動して減る

歳入の金額についての質問には、歳入全般では正確な数字は出していないが、

例えばふるさと雇用や緊急雇用の事業では、予算が９，３５３万７，０００円、

決算が７，９４３万７，０００円で、歳入歳出とも１，４００万円の乖離が出

る旨の答弁がありました。 

 焦げついている特別土地保有税をどのようにしようとしているのかとの質問

に、既に地方税法に基づいて執行停止を２年半前に決議し、また、不動産担保

抵当権に優先する不動産をことし１１月に、昨年に続いて県の一斉合同公売に

付して何とか整理したい。来年３月末には３年目を迎え、税法に基づいて不納

欠損処理をしていくことを考えている旨の答弁がありました。不納欠損につい

ての質問には、１，１２０万５，７４０円の欠損額の内容として、破産や本人

死亡と相続放棄などによるもので、税法の規定に基づいて処理したと答弁しま

した。 

 町民税が減収になったことをどのように分析しているのかとの質問に、１，

０００万円以上の所得者が減り、１００万円から２００万円所得が増え、多い

ところの所得と少ないところの所得が逆転したこと、所得割の納税者数が前年

度８，６２０人から８，４６３人に１５７人減り、給与所得者も２３０人減っ

ている旨の答弁がありました。 

 給与所得者の減は、若い世代が転出しているということか、年金所得者が増

えたからなのかとの質問には、年齢層による所得調べのデータは持っていない
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との答弁でした。 

 当初予算と比較して、町民税などの自主財源が１億８，０００万円ほど減り、

地方交付税などの依存財源が４億３，０００万円ほど増えているがとの質問に、

自主財源は当初予算が４２．８６％、決算が３８．４７％、依存財源は当初予

算５７．１４％、決算が６１．５３％と変化している。その要因は、町民税が

５，０００万円程度の減、交付税や国・県支出金が伸びていることによるもの

との答弁がありました。 

 個人住民税が大幅に減る状況の中で、自主財源を確保するためにどのような

対策を立てているのかとの質問には、現在進めている行財政改革、新財政健全

化計画をやっていくことで町を活性化させて人口減を減らし、活気あるまちを

つくり税収を伸ばしていく、規制緩和の課税自主権も検討したい旨の答弁があ

りました。 

 保育園の保育料が、前年度比５５０万円、１２％も減っている原因について

の質問には、人数はさほど変わらない。保育料は保護者の所得割で決まるので、

そちらの減と考えるとの答弁でした。また、個人住民税と保育料が大幅に減少

している結果は、若い人たちの収入が大幅に減っていると考えられる。その対

策はとの質問には、若年層の町外流出を防ぐ手だてや町内での雇用、企業誘致

等を、今後考えていかなければならないとの答弁がありました。 

 寄附金の内訳についての質問には、一般寄附金が平群町地域振興センターか

ら８５０万円、信貴山朝護孫子寺から１００万円、奈良県広域地場産業振興セ

ンターから財団法人解散に伴う清算金３万円、福祉事業寄附金が平群町経済ク

ラブから１１万３，０００円、教育費寄附金が個人数名から２０万１，９５４

円、ふるさと納税が１件１０万円との答弁がありました。 

 当初予算で１，０００万円計上していた土地売払収入がゼロ円、西向、若葉

台、下垣内の町有地の売却との説明だったがとの質問に、鑑定の予備的なもの

で、当初鑑定より２割ほど額が下がるということで、もう少し地価の状況も見

る中で売却を見合わせたとの答弁でした。 

 討論では、２２年度当初予算には、起債残高が１０１億円にもなること、若

い世代の定住促進施策も踏まえていないことなどから反対した。しかし、本決

算は依存財源に恵まれたこともあって、結果的に単年度で２億円以上の黒字に

なり、長年の赤字団体から脱却したという結果から、特に反対すべきでもない

という判断から、認定に賛成する旨の意見がありました。 

 この結果、認定第２号については全員異議なく認定すべきものと決定いたし

ました。 

 認定第３号 平成２２年度平群町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出
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決算の認定について 

 決算額は、歳入総額５，９２１万９，３８４円、歳出総額８，１３２万１，

００６円で、歳入歳出差し引き２，２１０万１，６２２円の赤字決算となって

います。 

 質疑では、国へ返還する公債費残高と滞納の状況についての質問がありまし

た。これには、公債費残高が１億６，９７２万５，０００円で、滞納額は１億

３，９３０万４，５３２円と答弁。滞納対策として、抵当権の設定や公正証書

をまくなどの方策をとってきた。現在も、簡易裁判所への調停申し立て１件、

競売申し立て２件を行っているとの答弁がありました。 

 討論はなく、認定第３号については全員異議なく認定すべきものと決定いた

しました。 

 認定第４号 平成２２年度平群町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 

 決算額は、歳入総額２３億５，４８４万４，２９６円、歳出総額２２億３，

５０８万１，２７２円で、歳入歳出差し引き１億１，９７６万３，０２４円の

黒字決算となっています。 

 質疑では、一般療養給付費が前年度より若干下がっているが、どのように分

析しているのかとの質問がありました。平群町の国保加入者は、７５歳になっ

て後期高齢者医療に加入する人数と、新たに国保に加入される人数がほぼ同数。

その中で、医療費の割合は、高齢者が増えて若い方が減っている。一般の被保

険者の医療費は減り、前期高齢者の医療費が高くなっている。これが、一過性

のものか、今後も続くのか検証しなければならないとの答弁がありました。 

 特定健康診査の受診率が下がっている要因についての質問には、２０年度か

ら始まり２０％、２１年３０％、２２年４０％という目標があるが、当初３１．

５％、２１年２７．７％、２２年２６．８％と年々下がっている。金銭的な問

題でなく、医者にかかっている方が検診を差し控えていることもある。受診勧

奨や啓発をやっているが、受診率アップにつながっていないとの答弁がありま

した。 

 受診率が上がらなければペナルティがあると聞くがとの質問には、制度創設

から５年後の平成２５年度から、いま二億数千万円払っている後期高齢者支援

金分の１０％の範囲内で、目標をクリアしたら安くなり、できなかったら高く

なると言われているが、国から詳細な情報は流れていないとの答弁がありまし

た。 

 当初予算では、４，０００万円の未確定財源があったが、決算では６，００

０万円の基金を積んで繰り越しが出ている。予算からすると１億５，０００万
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くらい乖離。予算編成に問題があるのではとの質問には、予算編成をする１０

月ごろは、医療費が４ないし５カ月分ぐらいしかわからない。医療費がどうな

っていくかわからない状況で、通年決算見込みの７％から９％の伸びで予算を

組んでいる。前期高齢者交付金など二、三月に数字が示され、議会に間に合わ

ないとの答弁がありました。 

 討論では、平成１９年度７，７００万円の赤字だったのが、３年間で１億８，

５００万円の黒字になった。国保税の値上げについては、後期高齢者の支援金

の割り増しだとずっと答弁されたが、他の保険からの繰り入れ分などが明確で

ないので、様子を見るべきと指摘した。３年間でこのような結果になったこと

から、この決算は認定できないとの反対意見がありました。 

 一方、互助制度は世界にもまれ。日本が先端を切っていると聞いている。破

綻すれば大変なことになる。今後行政の側に立って、真剣に考えなければなら

ないので、今回は賛成するとの意見がありました。 

 採決の結果、賛成多数により認定第４号は認定すべきものと決定いたしまし

た。 

 認定第５号 平成２２年度平群町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 決算額は、歳入総額８２３万８６７円、歳出総額８２３万８６７円で、歳入

歳出差し引きゼロ円となっています。 

 質疑も討論もなく、全員異議なく認定することを決定いたしました。 

 認定第６号 平成２２年度平群町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 決算額は、歳入総額３億６，９５１万４９８円、歳出総額３億５，９５４万

２，７５１円、歳入歳出差し引き９９６万７，７４７円の黒字で、翌年度へ繰

り越すべき財源を差し引いた実質収支は２９０万６，８２２円の黒字決算とな

っています。 

 質疑では、し尿運搬処理も非常に高くつくことから、一日も早く公共下水道

を完成しなければならないが、進捗率はどうなっているのか、生駒郡の中での

普及率はどれぐらいかとの質問がありました。普及率は１３．２％、その中の

水洗化率は７５％、生駒郡での順位は最下位との答弁でした。 

 討論はなく、全員異議なく認定することに決定いたしました。 

 認定第７号 平成２２年度平群町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

 決算額は、歳入総額３，５２０万７，９３２円、歳出総額３，５２０万７，

９３２円で、歳入歳出差し引きゼロ円となっています。 
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 質疑では、接続率についての質問があり、対象件数９０件に対して、接続済

み４２件との答弁がありました。 

 討論はなく、全員異議なく認定することに決定いたしました。 

 認定第８号 平成２２年度平群町学校給食費特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 決算額は、歳入総額７，５１８万５，８４１円、歳出総額７，４８４万５，

１３４円で、歳入歳出差し引き３４万７０７円の黒字決算となっています。 

 質疑も討論もなく、全員異議なく認定することに決定いたしました。 

 認定第９号 平成２２年度平群町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 決算額は、保険事業勘定では、歳入総額１１億６，８０３万４，４０６円、

歳出総額１１億６，２８９万８，８７９円で、歳入歳出差し引き５１３万５，

５２７円の黒字決算となっています。 

 介護サービス勘定では、歳入総額９０７万４，９５２円、歳出総額８４６万

１，８６５円で、歳入歳出差し引き６１万３，０８７円の黒字決算となってい

ます。 

 質疑も討論もなく、全員異議なく認定することに決定いたしました。 

 認定第１０号 平成２２年度平群町奨学資金貸付事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

 決算額は、歳入総額３５万９，０７４円、歳出総額３５万９，０７４円で、

歳入歳出差し引きゼロ円となっています。 

 質疑も討論もなく、全員異議なく認定することに決定いたしました。 

 認定第１１号 平成２２年度平群町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について 

 決算額は、歳入総額２億３，１８９万９，０９１円、歳出総額２億３，０４

８万６９１円で、歳入歳出差し引き１４１万８，４００円の黒字決算となって

います。 

 質疑も討論もなく、全員異議なく認定することに決定いたしました。 

 認定第１２号 平成２２年度平群町用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

 決算額は、歳入総額８億３，６０６万４，９０８円、歳出総額８億３，６０

６万４，９０８円で、歳入歳出差し引きゼロ円となっています。 

 質疑では、用地先行取得債の残高についての質問があり、１２億６，０００

万円程度残っているとの答弁がありました。 

 討論はなく、全員異議なく認定することに決定いたしました。 
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 以上が当委員会に付託を受けました審議の結果であります。以上、決算審査

特別委員会の委員長報告といたします。 

 

平成２３年９月１６日 

決算審査特別委員会 

委員長 山  口  昌  亮  

 以上です。 

○議  長  

 ありがとうございました。 

 これより順次質疑、討論、採決を行います。 

 まず、認定第２号 平成２２年度平群町一般会計歳入歳出決算の認定につい

ての委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。山口君。 

○６  番  

 平成２２年度一般会計決算の認定については反対をいたします。理由を述べ

ます。 

 本決算は、平成２２年度単年度が約２億３，８００万円の黒字、前年度まで

の累積赤字１億３，３４４万円を解消して、逆に１億４００万円の黒字となっ

た、こういうものです。２０年度１億６，８００万円、２１年度２億２００万

円、この過去２年間の黒字とあわせて２０年度から２２年度までの３年間だけ

で、収支は６億８００万円の黒字です。黒字になったことがいいとか悪いとか

言うつもりはありませんが、この主な要因はですね、国や県からのさまざまな

交付金がありました。これが、３年間で約３億５，０００万円、若干先ほどの

報告の中にもありましたように、事業を満額やってない場合、全額もらえませ

んので、若干数字は変わりますが、ほぼ３億５，０００万円の金が国や県から

来ている、これが１点。 

 それからですね、地方交付税が、平成１５年からずっと、小泉内閣の中で減

らされてきたんですが、平成１９年に底を打ち、その後、２０年、２１年、２

２年、２３年度と、特に２２年度までは年々増えてきている。この３年間ので
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すね、１９年度をベースと言うか、基点にして増えた分を言いますと、約６億

３，６９０万円。それとですね、２０年度に強行された住民負担増、特に一番

大きいのは固定資産税の超過税率、これは割り戻せばですね、年間１億円程度

で、３年間で３億６００万円の増税、収入が増えている、こういうことになり

ます。さらにですね、職員給与カット、今回出された資料の中でも１９年度と

２２年度を比べれば、職員の皆さんの給与が１億２，０００万円ほど少なくな

っている。 

 こういうことが主な理由としてですね、黒字になった。もちろん、一般会計

の実質収支がですね、黒字になったことは結構なことです。しかし、議案の審

議でも明らかなようにですね、固定資産税や国保税の大幅増税、それに学童保

育料の大幅な引き上げ、さらに高齢者の福祉や子育て支援、平群独自のものを

すべて引き下げる。その平成２０年度以降、個人住民税が大幅に減っていると

いうことが、これも今度の議会の中でも明らかになりました。これは、平群町

の住民の所得が減ったこと、また人口が減少したことによりますが、その一つ

の要因はですね、いま言いましたように、近隣町村に比べて負担が多くサービ

スが低い。こういうことが、平群町の人口がどんどん減っていっている、そう

いう要因にもなっています。 

 住民負担増や福祉切り捨て、サービス低下といった、こういう後ろ向きの行

政ではですね、いま述べましたように、住民所得が低下し、町税収入が減り、

この３年間は国からの手厚い交付金とかがありましたけれども、今後ないよう

でありますから、また財政が悪化すると。だから、また住民の皆さんに負担を

求める。こういう悪循環に陥る。負担を求めれば、また住民の皆さんが平群町

から出ていったりですね、また収入が減ったりする中で、さらに税収が減ると

いう、こういう悪循環に陥るのではないか、このように考えます。 

 このように、その中でですね、私ども日本共産党は、この間一貫して、住民

の皆さんの暮らしを圧迫する住民負担増と福祉切り捨てが、いま言いましたよ

うに、町財政にも悪影響を及ぼしていることを指摘してきました。 

 しかし、この本決算でも、いま言いましたように、これからは抜け切れてい

ない、こういうことだというふうに考えています。今回の、これは決算の審査

ではありませんでしたけれども、今回の議会の中で、子どもの医療費の無料化

や、さらに去年、ことしと行われている子どもたちのさまざまな予防ワクチン

の助成の継続といったことに対する町当局の答弁でも、住民の子どもたちの命

と健康を守るという非常に強い要望があるにもかかわらずですね、そのまま続

けるとか、拡充するとかという答弁には至っていません。そういう姿勢もです

ね、やっぱりいまの平群町の行政実態があらわれているのではないかと、この
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ように思います。 

 そのように、いま述べましたように、こういう行政姿勢をですね、いますぐ

にでも改めていただきたい。こういうことを指摘ですね、決算については既に

予算執行された後のことですから、反対しても賛成しても既に終わっているこ

とですけれども、この３年間の執行の状況というのは、そういうふうに住民の

目線ではなかった。こういうことがはっきりとしていますので、この認定には

反対をいたします。 

 以上です。 

○議  長  

 ほかにございませんか。はい、髙幣君。 

○７  番  

 ２２年度一般会計の決算について、賛成の立場で討論をさせていただきます。 

 いま種々反対討論の中にありましたこと、これも私は十分理解はいたしてお

ります。しかし、私ども平群町として久々の黒字、そして累計黒字と、こうい

うふうなことが出てまいりましたので、私は、これは賛成すべきであろうと思

います。 

 ただし、御存じのとおり、２０年度、２１年度、２２年度と、この間政府の

いろんな財政補助って言うんですか、そういうもので救われてきたことは事実

でございます。ただ、昨今の状況を考えますと、やはりまた、２３年度につい

てを考えた場合、皆さん方も御承知のとおり、東北大震災、そしてまた最近で

は紀伊半島の大災害、こういうことも考えますと、この２３年度は非常に厳し

い世の中になるんではないかと、私はそんなふうに見ております。 

 ただ、やはり、２０年、２１年、２２年の国の経済の活性化のプログラムが

この平群町にプラスになったことは全く事実でございますので、ただ、これか

ら２３年度についても、引き続きこの黒字基調を続けていただくことを前提条

件にいたしまして、またこの黒字基調に基づき、先ほどの反対討論にもござい

ましたけれども、固定資産税問題等、やはり速やかにもとへ戻せるものはもと

へ戻していく、こういうふうな姿勢を、平群町当局が考えていただかないとい

けないんじゃないかと思います。 

 しかし、累積赤字を脱却して黒字になったということを踏まえれば、この認

定については賛成をいたします。 

 以上です。 

○議  長  

 ほかにございませんか。 
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「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。 

 これより認定第２号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案については委員長の報告

どおり決することに賛成の方、挙手願います。 

 

賛成者挙手 

 

○議  長  

 賛成多数であります。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決しました。 

 認定第３号 平成２２年度平群町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出

決算の認定についての委員長報告に対する質疑に入ります。 

 ございませんか。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。 

 これより、認定第３号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案は委員長の報告どおり決

することにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については委員長の報告どおり認定する
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ことに決しました。 

 認定第４号 平成２２年度平群町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

についての委員長報告に対する質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。森田君。 

○４  番  

 平成２２年度国民健康保険特別会計決算の認定について、反対の立場で討論

いたします。 

 平成１９年度で７，７４０万の赤字だったものが、２０年度では４，０４０

万の黒字となり、単年度では１億１，７８０万の黒字になりました。平成２２

年度の当初予算では、医療費が年々増え続ける、負担が大きくなるとしてです

ね、歳入として、雑入３，９４０万を計上し、歳入欠陥が生じる、相変わらず

国保会計が厳しいとの見通しの説明を受けました。 

 国保会計は、企業健保などからの流入、前期高齢者交付金の精算、医療費の

伸びなど不確定要素の多い上の予算編成が難しいことは理解できますが、平成

２２年度決算では６，０００万円の基金を積み立て、平成１９年度の７，７４

０万の赤字を消し込んでも１億１，９８０万の黒字となりました。平成２０年

度からすると、２億５，７６０万も国保会計が改善されたことになります。こ

れでは、税の公平さから言っても、住民納税者の理解と納得が得られるもので

はありません。 

 平成２３年度からは資産割を全廃になり、また今年１２月末までに国保税の

抜本的見直しを検討するとの説明には、一定の理解はできるものであります。

私自身、国民健康保険は世界に類を見ない住民納税者がお互いに支え合う皆保

険制度であることから、国保会計は一定健全化に推移することが必要と認識し

ております。 

 しかし、岩﨑町長や町当局から、平成２０年度から後期高齢者医療制度の導

入に当たり、国保会計から後期高齢者支援金分として１人約２万円の住民負担

は増税じゃない。これは、あくまでも支援金での負担だと、一貫して説明、主

張されてまいりました。その後の議論の中で、医療費が増加することによる国

保会計の健全化との説明があり、その後また黒字に転換すると、将来のために

備えるために必要だ。その理由が変わってきてまいりました。 
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 国保会計の健全化するための住民負担増であれば、住民納税者や議会に対し、

これまでの説明が間違ってました。謙虚に住民納税者に説明責任を果たし、真

摯に謝罪すべきではありませんか。また、議論をする必要があると思います。 

 よって、このたびの平成２２年度国民健康保険の決算の認定に反対せざるを

得ません。 

○議  長  

 ほか、ございませんか。奥田君。 

○３  番  

 この国保の認定４号には賛成をいたします。 

 と言うことは、黒字だからといって町民に返還したり、あるいは安くすると

いうことは、健全な国保会計を保っていくのに非常に危険であります。いつ、

どんな流行性の病気が発生するかも不安であるし、そして我々のこの互助制度

は世界にもまれと聞いております。日本が先端を切っていると聞いている、そ

ういうふうな立派な健康保険をいつまでも健全にしたいと思っておりますので、

今回は、この国保のこれには賛成したいと思います。 

○議  長  

 はい、山口君。 

○６  番  

 日本の保険制度、国民健康保険制度っていうのは、よく互助制度というふう

に誤解をされているんですが、戦後の国民健康保険法ではですね、社会保障制

度としてですね、やっているということで、それははっきりしておかないとい

けないと思うんです。だから、国のお金や県や町のお金も一定部分入ってです

ね、運営されているということであります。 

 それはさておきですね、いま黒字になったからといって引き下げるもんでは

ないというような賛成討論ありましたけど、赤字になったらすぐ引き上げるの

に、黒字になったら引き下げない。それはちょっとおかしいんではないかとい

ことは、まず言っておきます。 

 本決算は、単年度で１億２，５００万円の黒字、これは先ほど森田議員から

ありましたように、２０年度は１億１，８００万円、２１年度は１，４００万

円でしたが、でこぼこはありますけれども、この３年間で２億６，０００万円

の黒字なんですね。年間１億２，０００万引き上げて、３年間でそのまま全部

来たかどうかは別にして、来たとして３億６，０００万円値上げしたんです。

３億６，０００万円の値上げのうち、２億６，０００万が黒字ですよ。もう異

常ですよね、はっきり言って。 

 これは、まあ私たちがこの間主張してきたように、後期高齢者医療制度の導
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入、平成２０年度からですけれども、これは国も小さい町村は、このことで国

保財政はよくなることはあっても悪くなることはないと、こう説明してたんで

す。いつもは国の言うことを非常によく聞かれる平群町の行政運営ですけれど

も、ここに対しては全くそのことには耳を貸さず、結果として年間１億２，０

００万円の増税をした。それがこの黒字につながった。このことは、もう何回

も言ってるからいいんですけれども、むしろ、そういうことがあったわけです。 

 また、これはですね、その後もそのことを指摘したんですが、なかなか私た

ちの言うことは聞いてもらえませんでしたけれども、それで、平成２０年度の

国保の大増税がですね、基本的には間違っていたというのはこの３年間ではっ

きりしてたんです。で、今年度、資産割をゼロにするということで、これは私

は英断だと思います。ですから、賛成もしましたし、こういう英断はですね、

どんどんやっていただければいいんですけれども、ただ、２２年度に限って言

えば、本来ならもっと早くから値下げできた。それにもかかわらずですね、こ

ういうことになって、たまたま医療費が伸び、たまたまと言うか、流れの中で

医療費が伸びなかったという、そういう平群町の国保財政にとっては幸運だっ

た部分ももちろんありますけれども、住民に負担増をして増えた分は、やっぱ

り速やかに、住民の皆さんの暮らしが大変なんですから、返していく。そうい

う姿勢が大事だったというふうに、私は思っています。 

 それと、町の国保会計の積算、要するに予算立てが基本的に間違っている。

多く見込めば楽でいいでしょうけれども、負担させられる住民はたまったもん

ではないんです。そのこともしっかり考えてですね、この２２年度の予算、そ

れから予算の間違い、それが結果として決算ではですね、見事に明らかになっ

たわけですけれども、そういう間違った町当局の責任は免れない。その点をし

っかり反省していただきたい。こういうことも指摘してですね、本決算の認定

には反対いたします。 

○議  長  

 ほか、ございませんか。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。 

 本案については、委員長の報告どおり決することに賛成の方は挙手願います。 

 

賛成者挙手 
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○議  長  

 挙手多数であります。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決しました。 

 認定第５号 平成２２年度平群町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につ

いての委員長報告に対する質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。 

 これより認定第５号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案は委員長の報告どおり決

することにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決しました。 

 認定第６号 平成２２年度平群町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついての委員長報告に対する質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 
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「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。 

 これより認定第６号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案は委員長の報告どおり決

することにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決しました。 

 認定第７号 平成２２年度平群町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の

認定についての委員長報告に対する質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。 

 これより認定第７号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案は委員長の報告どおり決

することにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決しました。 
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 認定第８号 平成２２年度平群町学校給食費特別会計歳入歳出決算の認定に

ついての委員長報告に対する質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。 

 これより認定第８号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案は委員長の報告どおり決

することにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決しました。 

 認定第９号 平成２２年度平群町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いての委員長報告に対する質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。 
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 これより認定第９号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案は委員長の報告どおり決

することにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決しました。 

 認定第１０号 平成２２年度平群町奨学資金貸付事業特別会計歳入歳出決算

の認定についての委員長報告に対する質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。 

 これより認定第１０号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案は委員長の報告どおり決

することにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決しました。 

 認定第１１号 平成２２年度平群町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定についての委員長報告に対する質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 
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○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。 

 これより認定第１１号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案は委員長の報告どおり決

することにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決しました。 

 認定第１２号 平成２２年度平群町用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算

の認定についての委員長報告に対する質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。 

 これより認定第１２号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案は委員長の報告どおり決

することにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。 
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「異議なし」の声あり 

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決しました。 

 ３時１５分まで休憩をいたします。 

（ブー） 

休    憩  （午後  ２時５６分） 

 

再    開  （午後  ３時１５分） 

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き、再開をいたします。 

（ブー） 

○議  長  

 日程第１２ 請願第４号 小学校再編成の早期実現を求める請願書 

は、文教厚生委員会に付託しておりますので、委員長の報告を求めます。はい、

植田君。 

○文教厚生委員長（植田いずみ） 

 それでは、文教厚生委員会委員長報告をさせていただきます。 

 去る９月６日の平群町議会第５回定例会本会議におきまして、当委員会に付

託を受けました請願第４号 小学校再編成の早期実現を求める請願書の審査結

果を報告いたします。 

 当委員会には、請願代表者、紹介議員に出席をいただきました。 

 請願の趣旨は、平群町立小学校再編成アクションプランを早急に実現してい

ただきたいことを求めるものです。 

 質疑では、小学校の再編成について、再編成検討委員会の答申（議会及び地

域住民の意見を聴取し、理解と納得の上で実行されることが望ましい）を最大

限に遵守する必要があると考えるが、現時点での町当局の見解を質され、中間

報告会、住民説明会、ＰＴＡを中心とした懇談会等はできるだけ丁寧に行って

きたと考えるが、６月議会で補正予算が可決されなかった事実を考えると、す

べて十分に取り組みができたとは言い切れない部分もあり、反省もしなければ

ならないとの答弁がありました。 

 また、この問題についてはさまざまな意見があることから、全町民へのアン

ケート調査や公聴会、シンポジウムの開催、さらには住民投票など住民の意見



－２４７－ 

集約が必要ではと質され、いろんな形で住民の意見を集約し、分析することは

大事だと考える。６月議会では、アクションプラン関連予算が否決され、事務

作業が一時中断されているが、再編成自体は重要な課題であることから、教育

委員会としても具体的な取り組みをできるだけ早い時期に示していきたい。そ

の中で、どのような再編成が一番望ましいのかについては、引き続き考えてい

かなければならないとの答弁がありました。 

 アクションプランに基づく事務作業が一時中断されているが、臨時議会にお

いて、駅前開発との関係で、土地購入費八千数百万円の補正予算が通っている。

仮換地指定は、２３年度で終わらせたい旨の答弁があったが、シミュレーショ

ンでは東小の生徒数は減っていくのに土地を購入するのか。これは来年４月１

日以降にアクションプランの事務手続きを再開されようとしているのかと質さ

れ、再編成するかしないかにかかわらず、東小学校の教育環境の整備をしなけ

ればならないことから、用地購入を提案させていただき、承認をいただいた。

今後の具体的な取り組みについては、議会の承認をいただかないと、次の一手

は提案できない現状にあるとの答弁がありました。 

 再度、八千数百万円で用地購入をするなら、本当にアクションプランを進め

る気持ちがあるのか、中断と言わず、きょうからでも頑張っていただく考えは

ないのかと質され、アクションプランの基本コンセプトを変える考えはないの

で、多くの方々の御理解を得て進めていきたいが、今後については町長とよく

相談していきたい旨の答弁がありました。 

 請願代表者への質問として、請願書を見ると、再編成の早期実現を求めると

いうことになっていますが、再編成を求めるのか、東小学校に３校を集約する

ことを求める請願なのか質問され、両方を求めており、東小学校以外では場所

的に不可能ではないかとの答弁がされました。 

 再編成問題に関連して、第５次総合計画の策定に当たり、小学校の跡地問題

が質され、あくまで学校再編成は、第５次総合計画につながるけれども、より

よい教育環境の創造が基本と考えている旨の答弁がありました。 

 再編成検討委員会の答申として出された第１案の３校の通学に適当な位置で

の新設校の設置で、平群中央公園が財政面以外で不適当な理由を質され、法律

面から学校への転用は可能ではあるが、都市公園を廃止して小学校の再編成（新

設校）を、この土地を利用しなければできないというものではない。また、中

央公園は非常にたくさんの方が利用している施設ということからも、町は不適

当と判断したとの答弁がありました。 

 また、新築ではないが、大規模改修という手法で、第２案に限りない近い案

として、アクションプランを提案している旨の答弁がされました。 
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 討論では、アクションプランについて、町もこの間住民説明会や保護者との

意見交換会も開催し、努力してきたことも理解できるが、町当局も認めている

ように、理解と納得を得るものにはなっていない。再編成検討委員会の答申を

重視する立場から、再編成については住民合意が大変大事であり、これを最大

限重視しなければならないと考える。小学校の再編成は、避けて通ることはで

きないが、子どもたちの将来とまちづくりに大きな影響を与えることから、時

間をかけて討論を重ねることが非常に大切だとの反対意見や、アクションプラ

ンに関してはいろいろな思いがあり、賛否両論あって当然だと思う。ただ、議

会として、６月に答えが出ている。町としてしっかりした態度で臨むと同時に、

策を練り直す場合もあるかもしれない。いま性急にあえて請願を採択すべきで

はないとの反対意見がありました。 

 世界や日本はグローバルの時代、世界へ企業が出ていく時代で、公用語は英

語であり、小学校にもＡＬＴの先生を配置する教育環境をつくるためにも、２

校にすべきと考える。また、いまある施設をどのように統廃合しながら、いま

子どもたちの教育環境を充実させていくことを考えるときであり、広域７カ町

でトップの高齢化の平群で、町税も減っている。少額な金で大きな住民サービ

スへの政策転換が求められる。２５年から始まる第５次総合計画は、それも踏

まえていかなければならないとの立場から、賛成意見がありました。 

 採決の結果、請願第４号は、挙手少数のため不採択すべきものと決しました。 

 以上が当委員会に付託を受けました請願の審査結果であります。よって、文

教厚生委員会委員長報告といたします。 

 

平成２３年９月１６日 

文教厚生委員会 

委員長 植  田  いずみ 

○議  長  

 ありがとうございました。 

 請願第４号の委員長報告に対する質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、委員長報告に対する質疑を終結いたします。 

 これより、討論に入ります。植田君。 

○５  番  
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 私は、請願第４号については、反対の立場で討論をさせていただきます。 

 私は、６月の南小学校の存続を求める請願書の紹介議員をさせていただきま

した。このとき、南小の保護者の方々から教育内容や環境的なものも含めて、

子どもたちにとって南小が非常によい環境にあり、この存続を強く求めている

ことがよく理解できたからです。少人数でも、１学年１クラスであっても、高

学年が低学年の面倒を見て、学年を超えたグループ活動が非常に子どもたちの

協力性、協調性を育て、クラスで起きた問題を試行錯誤しながら解決の道を見

出している、このようなこともお聞きをさせていただきました。少人数であっ

ても、豊かな教育内容の実践を行っている学校であります。何よりも、保護者

や子どもたちなどが望んでいないアクションプランを進めることはすべきじゃ

ないとの立場から反対をさせていただきます。 

 以上です。 

○議  長  

 戎井君。 

○２  番  

 私は、本請願書をぜひとも採択すべきであるとの立場で討論をいたします。 

 私は、去る９月８日の文教厚生委員会に紹介議員として出席し、委員の皆さ

んの審議ぶりを拝聴いたしました。私の感想ですが、委員会では、請願書を採

択すべきか否かの議論はほとんど聞かれませんでした。もっぱら理事者側の対

応、特に再編成検討委員会からの答申を受けてのアクションプラン作成過程に

ついての疑問、不満が、また、６月議会での大規模改修に係る測量設計予算の

否決、これはアクションプランの事実上の否定と受けとめられますが、それ以

来の町当局、教育委員会部局の再編成についてのスタンスを質す質問に終始し

ていたと受け取れました。委員会の本来の議題からは、関連は当然しているこ

とは否定しませんが、的外れの議論だったと思います。 

 そもそもは、平群町の将来を担う子どもたちの教育環境をよりよい環境に整

備しておこうとの、そのための学校規模は、そして再編成はどう進めるべきか、

これが議論の原点であったはずでした。そして、この問題についての意見の違

いから、片方で南小学校の存続を求め、一方で再編成を急ぐべしとの請願が出

てきたんです。子どもたちの教育環境の視点に立てば、いずれがよりよい方策

なのかを議論すべきではなかったのでしょうか。そのような議論であった委員

会ではなかったと思います。 

 南小学校校区の父兄の方々の御不満はよくわかります。現在行われている南

小学校の教育がいけないなどとは、だれも言っておりません。少人数、１学年

単学級のよさも否定しておりません。しかし、平群町の現在及び近い将来を見
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たとき、現在の３校存続よりもっといい環境にすべきではないか。少子化がど

んどん進むこれから、それは急ぐべき大切な方策ではありませんかとの請願書

であったのであります。 

 ここで、私は声を大にして申し上げます。小学校再編成に係る問題を、本質

的な議論から外れて、いわば感情論にすりかえてしまったのは、これを政争の

具に利用した一部のグループの人たちであったと、あえて断言します。 

 町議会議員選挙前に、候補者全員にアンケートと称して一種の踏み絵を強要

し、しかもこの結果を全町にではなく、南小学校校区にだけビラで配布し、候

補者を色分けした事実。もちろん法的に何の問題もないのでしょうが、政治利

用であることは疑いのないことです。子どもたちの教育環境はどうあるべきか

という、これからの町、まち、社会を左右しかねない基本的な命題を、政治に

利用したことは断じて許されない行為です。当該のグループや追随した方々の

猛省を求めるものです。 

 ともあれ、１７６名の請願書は採択され、２，２０６名の請願は委員会で不

採択となりました。９月議会初日に、本請願書の提案理由説明で、署名者の数

は重視してほしくないとの発言がありました。その真意は、数をバックに町を

二分する争いになることは本意ではないということでした。 

 民主主義の根幹は、多数決であることは言うまでもないことです。６月議会

の結果から推測しても、またその原理に従っても、おそらくこの本会議でこの

請願書、不採択になろうでありましょう。しかし、１７６が民意で、なぜ２，

２０６が民意でないのか。署名してくださった皆さんの無念の思いは断ち切れ

ないことだと思います。 

 そこで、せめて本請願書採択に反対される議員各位にお願いをいたします。

議員それぞれ、反対の理由がおありだと思います。ぜひとも各人それぞれ、こ

れをじっくりお述べいただいて、議事録にきちんと残されるよう切望いたしま

す。 

 以上です。 

○議  長  

 ほか、ございませんか。窪君。 

○８  番  

 小学校再編成の早期実現を求める請願書については、反対の立場で意見を付

して討論をさせていただきます。 

 文教厚生委員会でも述べさせていただきましたが、今議会に小学校再編成の

早期実現を求める請願書２，３００筆の提出に対して、暑い中での取り組みに

敬意を表します。 
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 承知のとおり、昨年１２月には南小学校の存続を求める署名約８００筆が議

会に提出され、本年３月議会には請願書、６月議会にも同様の内容の請願書１

７６筆が提出をされました。それぞれの立場で御意見が出ていることは、認識

しなければならないということは理解をしていますが、私はこの間何度も町民

の理解と納得を得ることが最重要であると発言をしてまいりました。 

 町もこの間住民説明会や保護者との意見交換会も開催し、努力されてきたこ

とは理解できますが、質疑、応答では御理解と納得を得るものではなかったよ

うに受けとめております。対話が一番大事であると考えます。 

 平成２１年６月２３日に提言されました平群町立小学校再編成検討委員会の

答申にも、議会及び地域住民に意見聴取し、理解と納得の上で実行されること

が望ましいと考えますと明言されているように、私は住民合意が大事であり、

これを最大限に遵守しなければならないと考えています。そして、双方の御意

見を尊重するのであれば、さらに十分時間をかけて、住民の意見集約が必要で

あると考えます。 

 今後さらに少子化が進み、小学校再編成は避けては通ることができませんが、

平群の子どもたちの将来とまちづくりに大きな影響を与えるため、時間をかけ

て検討を重ねることが非常に大切であるとの観点から、この小学校再編成の早

期実現を求める請願書には、賛同をいたしかねます。 

 以上で反対討論とさせていただきます。 

○議  長  

 髙幣君。 

○７  番  

 私は、６月議会で出た請願に反対をさせていただきました。 

 その後、７月の臨時会で、私の行為に対して辞職勧告決議案が出され、その

時点で私自身がなぜ反対したのかという理由を申し上げております。あえて、

もう一度申し上げます。 

 また、偶然な話でございますが、けさ７時１５分に奈良は震度３の地震が発

生しております。そして、皆さん方、御存じではないだろうと思いますが、詳

細なるインターネットで見ておりますと、９時１０分ぐらいですか、もう一度

また、これは震度１ぐらいの地震なんですけれども、発生いたしております。 

 こういうふうに、いま世の中は非常に東日本大震災の後、この問題には過敏

になっております。私も過敏になっております。そこで、皆さん方、御存じだ

と思いますが、国土地理院が発行しております平群町の地図には、平群断層と

いうのが、線が引かれております。その線の先端は、南端ですね、南の端は南

小学校の真横、ってことはグラウンドのところまで線が引かれていると、こう
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いう事実を私が見ております。 

 非常に私自身は、阪神大震災の影響を心の中に受けておりまして、やはり、

まちの人たちの安心・安全社会をつくると、これが一番大きな問題であると、

こんなふうに私自身、心に植えつけておりますので、この平群断層という地図

を見たときに、ものすごく恐ろしいという感じを持ちました。そこに小学校が

あるというのは、これはつくった当時には果たしてこの断層についてわかって

いたかどうかはわかりません。しかし、私はわかった以上は、南小の真横にあ

るそういうラインを見捨てるわけにはいけません。 

 そんな意味で、この再編に関して若干違う論点からでも、この再編はやって

いくべきであると、こんなふうに考えております。 

 皆さん方、地震というものはいつ起こるかわからないんです、いま安心して

ますが。でも、きょう朝、偶然にも７時１５分にそういう震度３が発生してお

ります。ただ、平群は、公式で聞きますと１というふうに聞いておりますけれ

ども、私の知り合いがきょう、平群の病院で受けた感じを言いますと、揺れた

と、ビルが揺れたと、こんなふうに言っております。それぞれ、その観測地点

によって違いますので、こういうところは非常に考えなきゃならない、そんな

ふうに考えております。 

 また、今議会でも、一般質問の中で、防災の問題が出ておりました。そして、

平群町としても、防災計画をつくり直すということが公言されております。そ

ういうふうな状況の中で、この再編問題については、二千何名の方々の御意見、

これは私は十分尊重できると思うんです、中身は。 

 しかし、その観点とは別の観点で、この採択については賛成の立場で討論を

させていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議  長  

 ほか、ございませんか。山口君。 

○６  番  

 先ほどの賛成討論の中で、１学年１クラスを否定するものではないというふ

うにおっしゃってるんですが、請願の中身はですね、１学年１クラス、それも

１桁の学童数という状態を一刻も早く解消してって、まあこうなんですね。そ

れと、アクションプランの最大の眼目は何か。１学年複数クラスが子どもたち

の教育環境にとって最大のもの、これは、あの中身を読めば、全部そこに貫か

れているんです。だから、平群町内では、いまの子どもの人数からすれば、小

学校は２校にするしかないんです、それが教育環境にとって一番大事だという

ことになれば。そこの点で、いまそれを否定しない。１学年１クラスを否定し
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ないということであれば、別に２校に集約する必要なんかなくなるんです。 

 これは、教育委員会が説明の中でもそのことをはっきり言っている。だから、

そこが問題なんですよね、基本的には。だから、南小学校の多くの、ほとんど

の保護者の方、それから南小学校区の多くの住民の皆さん、この方々がおっし

ゃっているのは、いまの南小学校の教育内容に対して非常に高く評価されてい

るんです。 

 それから、これは、奈良教育大学の先生の言でもありますけれども、極端な

話、１学年１クラス、１桁であったって、それが教育環境に悪いということは

言えない。メリット、デメリット、できるだけ少ない人数のほうがいいという

教育学者もいらっしゃいます。そういう点を見るならばね、初めっからその１

学年複数学級でなければだめだという、そこが最大の教育環境なんだという、

その考え方を脱却しない限りね、接点ないんですよね。 

 だから、教育学のことで論議すべきだと、こうおっしゃるんだけれども、こ

の間の議論はそうじゃないんですよ。特に、アクションプランをつくる段階に

なってからは、財政の問題が一番絡んでるじゃないですか。教育環境を見る場

合、この間の議論の中でも、場所の問題や通学路の問題、さまざまな問題も含

めて教育環境っていうのは考えるべきなんですよね。その地域の問題、いまお

っしゃった、もちろん活断層の問題も考えるべきであろうというふうに思いま

すよ。 

 だから、何が何でも南小学校をそのまま残せということではなくって、最初

の議論でそういうことがあって、東に集約する。それも、建てかえではなく、

建てかえではなくというのは、要するに検討委員会からの流れではなくですね、

大規模改修という財政をできるだけ少なくという思いなんでしょうけれども、

そういう集約の中でやられてきたということが、住民の中では納得できない。

特にいま、南小学校で子どもたちを通わしてる保護者の皆さんにとっては、い

まの学年単学級でも教育としては非常に評価されているわけですから、なぜそ

れをわざわざ解体して、狭いところに子どもを押し込めるのか。それが、どう

して教育環境がよくなるのか、こういうことなんですよね。 

 だから、教育環境のことを全然議論してないというけれども、そうじゃない

ですよ。そこんとこはきちんと議論してるんです。その中から出てくるのが、

今回の委員会の中でもさまざまな議論をされてきたのは、そこから派生してい

るものなんですよね。だから、そこんとこは、私は間違えてはいけないという

ふうに思うんです。 

 それから、ここにはですね、この間全然議論されてない幼保一体化や小中一

貫教育、これだって、住民の中では賛成も反対もあるわけです。それも、それ
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はもうそれがいいことかのようにですね、決めつけて書いてるじゃないですか。

これなんかも全然議論せずに決めつけてるじゃないですか。何をもってそうな

のか、全然理解できない。だから、そういうことをね、一方的に主張するとい

うのも、私はね、そらいろんな思いはあるんだとは思うんですよ。そこんとこ

でも、非常に疑問に思います。 

 それとやっぱりね、子どもを通わしてる保護者の皆さんの意見っていうのは、

やっぱり最大限、私は尊重されるべきと、そのように思いますので、６月議会

では基本的に南小学校を存続させるいまのアクションプランは、町として撤回

してですね、新たにつくるのか、撤回したままにするのか、それは町当局のほ

うの考えによるものですけれども、そこのところはやっぱり町当局のほうで考

えていただくということで、この請願に対しては、署名された皆さんの思いは

いろいろあろうかとは思いますけれども、いまの時点で賛成できないですし、

不採択にすべきだということで、反対いたします。 

○議  長  

 ほか、ございませんか。 

○２  番  

 議長、私の発言を引用するのにちょっと間違ったところがありますので、だ

めですか。 

○議  長  

 いえいえ、もう戎井君。繁田君、どうぞ。 

○１１番 

 賛成の討論を、当然させていただくわけですが、紹介議員ですから。ただ、

いまやはり戎井議員の賛成討論の引用を少し間違えているようなんで、そこの

ところは訂正をしておかないといけないと思うんですね。 

 単学級のよさを否定しているものではないという御発言だったと思いますの

で、単学級がええんだということではなく、否定はしていない。そら、それぞ

れね、単学級にしろ複数の学級にしろ、どなたかが南小学校の存続を求める会

か何かのアンケートに書いておられましたが、それぞれにメリット、デメリッ

トはあると、ただ、そのメリット、デメリットを推しはかった場合に、やっぱ

りこちらのほうがいいだろうと。だから、ベストだとは言うてないんですね。

ベターだと、ベターな選択だということを言うてるんです。神様でもない限り、

これがベストだという言い方は、私はできないと思っていますし、だから、あ

くまでも現状をかんがみて、このベターな方策、こちらのほうがよりよいだろ

うということを、私たちは主張しているんであって、そこのところはやっぱり

誤った解釈をしないでいただきたいというふうに思います。 
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 初日、本請願が上程されたときに、私、紹介議員として趣旨説明をさせてい

ただきました。そのときに、先ほど戎井議員の発言の中にもありましたように、

これ、数対数ではないんだということを、まず冒頭に申し上げたはずでありま

す。ただ、短期間の間に２，３００という署名が集まった、この背景にはそれ

だけのわけがあるということも、私はその場で御説明をさせていただきました。 

 南小学校というのは、当然皆さん御存じだと思いますけれども、南小校区の

方たちだけの財産ではありません。平群町の財産です。平群町民全員の財産で

あります。そのことを、学校として存続させるのか、あるいは学校としては廃

校するけれども、別の新たな施設をそこに入れて利用するのか、その利用の方

法については、やはり平群町民の意見を広く全域から、私は聴取すべきだと思

います。 

 その立場から、この２，３００筆の署名というのは、非常に重いものだと思

っています。いままでのこの流れを、改めて私は反すうをしてみました。南小

学校を廃校にするなという御主張の中にですね、大きな間違いがあるのではな

いかというふうに、私は思ったんですが、御主張の中で、地域社会のことは地

域住民で決めるというのが住民自治の原則ですというふうに書かれています。

あるいはまた、いま提案されているアクションプランが最良の教育環境を提供

するものであるという主張を教育委員会がしているというふうに書かれている

わけですね。このあたりは、やっぱり事実誤認が相当程度あると思います。 

 だから、最良の教育環境ではなくてよりよい教育環境を、これから教育委員

会としても私たち議員としても模索をして、子どもたちに残してあげたいとい

う、そういう立場でものを言っていることを、まず理解していただきたい。 

 それから、地域社会というのは、これは国に対する地方自治体あるいは県に

対する市町村という意味での地域社会でありまして、ですから、県が何かをし

なさいと平群町に言ってきても、それが平群町になじむかなじまんかは、平群

町で決めるんですと、そういう意味の住民自治であり、地域社会であります。 

 ですから、正確にはちょっと忘れましたが、７町合併の問題が出たときに、

これは住民投票になりました。協議会は、住民発議での合併協議会を立ち上げ

られたわけですが、最終的にはその地域社会のことは地域住民が決めるという

大原則のもとで住民投票が行われ、平群町では合併に賛成が多数を占めたわけ

ですが、他町では逆の結果が出たために、合併には至りませんでしたが、住民

自治の原則というのは、まさにそういうことでありまして、１小学校区の方た

ちがその小学校区を残せと言っていることが、住民自治であるということは、

これは認識の大きな間違いでありますので、そのことを指摘をしておきたいと

思います。 
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 それから、御主張が、小学校の再編成を早急に進めてほしいという主張は首

尾一貫してですね、アクションプランにのっとって平成２６年４月には新たな

小学校を開校してほしいという内容であります。もちろん西、東、南小学校３

校はそれぞれ廃校となって、町長提案のように東小学校のリニューアルという

形で新しい小学校を進めてほしいという内容で、これは非常に論点が明確であ

って、私たちも素直にその論点を支持し、紹介議員になったわけでありますけ

れども、南小学校を廃校にするなという御主張は、主張がころころ変わってる

んですね。最初は、小学校再編成に反対するものではないということを、まず

おっしゃってたんですが、その次には、２校で再編成することは時期尚早であ

るというふうに御主張が変わっているわけです。その次には、アクションプラ

ンを一部修正することも視野に入れながら、住民と対話をしてほしいというふ

うに、また主張が変わっているわけですね。 

 それから、その後ですね、通学の保障ですわ。南小の小学生が、再編成され

たときに電車通学するのか、バス通学にするのか、明らかにされていないのに、

何でその案に賛成できるのですかというふうな主張を、今度はされているわけ

ですね。だから、その南小学校を廃校にするなという主張の、その本旨がわか

らない、見えてこないんですよ。なぜ、この方たちがそういう主張をされるの

か。しかも時期尚早という議論になればですね、じゃ、いつの時期になれば南

小学校を廃校にしてもいいと考えておられるのかということを、私は問いたい

んですが、もうその問える機会がないのでね、畠さん、もし聞いておられたら、

個人的に私のほうにでもお返事をいただければよいかなと思いますが。 

 ですから、この主張の中には首尾一貫性がなくて、何を目指しておられるの

かわからない。６月に議会に提出をされました請願書の中身は、再編成に伴っ

て地元地域から小学校がなくなれば、急速な過疎化は避けられず、ますます少

子化が進みますと、またこれ、違う論点で今度請願書を出してきておられるん

ですね。 

 ですから、私たち議会人は、その御主張は御主張として受け入れつつも、し

かしながら、平群町全体としてどうすることが平群町の子どもたちにとってよ

りよいかという観点で、やはり物事を考えていかなければならないと思います

し、そういう意味で、戎井議員がおっしゃった単学級のよさも残せるものなら

残しつつ移行していくべきだと思う。南小学校の方たちも、いまの南小学校の

教育環境が非常によいというのであれば、将来的に再編成がされても、そのよ

さをどういう形で新しい、新たな小学校の中で生かしていくか、残していくか、

そういうことをやっぱり前向きに建設的に、私は主張すべきだと思います。 

 そういう観点から、やはり今回の請願は採択すべきものだと思いますし、最
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後にもう一言言わせていただければ、この間、県会議員の宮本次郎さん、御自

分のビラでですね、この早期実現を求める会の運動に対してやゆするような、

あるいは非常に批判がましいような記事をお書きになっています。一つは、単

学級は子どもをだめにするは本当かというタイトルを持って、文章をお書きに

なっています。これは、誤解を解くためにも言っておきますが、署名を集めら

れた方たちは、単学級は子どもをだめにするということは、一言も言っていま

せん。そういう観点から署名を始められたものではないということは、私も御

本人と、御本人とというか、署名を集められた方々とお話をして確認をしてお

りますので、これははっきりと否定をしておきます。 

 それから、もう１点は、南小の保護者が反対したから統廃合が進まず、東小

や北小の老朽化も修繕されないなどと、学校間の対立をあおりますというふう

に書かれています。これも、このような主張は、署名を集めておられる方はど

なたもなさっておりません。ひとえに、子どもたちの教育環境のことを考えて、

暑い中署名を集められた方々に対する、これはその活動を冒瀆するような発言

であります。どこかで聞いておられたら、必ずこれについては謝罪と訂正をし

ていただきたいということもつけ加えさせていただいて、請願については賛成

の討論とさせていただきます。 

 以上です。 

○議  長  

 ほか、ございませんか。ございませんか。馬本君。 

○１２番 

 るるいろいろ、私も文教厚生委員会の委員でございまして、この間、委員会

でいろいろ議論させていただきまして、お話もさせていただきました。この間、

非常に残念なことは、南、南小学校、南、南小学校、出るばかりでございます。

果たして、私は西小学校出身の、ここにおいでになる議長も西小学校出身者で

ございます。西小学校の話、いやもう全然ちゅうほど出ないわけでございます。

それは、一つの私の個人的な見解として、非常に残念と言わざるを得ないと思

います。私は西小学校の出身でありながら、このアクションプランについては

賛成の請願の紹介議員にもさせていただいてます。 

 もう、るる、文教厚生委員会でお話をさせていただきましたんで、簡単明瞭

に私の賛成討論をさせていただきます。 

 あのね、子どもたちの教育環境というのは、二つあると思う。ソフト面、そ

してハード面を考えなければならない。いま、今回一般質問の中で、ある議員

からクーラーを設置してはどうやという御提案がございました。いま、奈良県

の普通教室で３％に満たない、普通教室にクーラーの設置が、オールシーズン
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の設備をされているということを聞いております。また、補助金も出るという

ふうにも聞き及んでおります。いまが、子どもたちの本当にハード面において、

この地球温暖化の時代において、東小学校を大規模改修することによることは、

いま、子どもたちの将来のハード面についての環境づくりには、僕は大切な時

期と思います。 

 もう１点は、ここにも委員長報告でありましたように、平成２３年度におき

まして、駅前開発が仮換地指定を打たれるわけでございます。将来、いろんな

お話をまたやりましょうと、いろんな議論がございます。私は、もう時間がな

いという気持ちで精いっぱいでございます。仮換地指定をされれば、将来再編

成で東小学校に増築しようとなれば、果たしてそこにおうちが建っていたら、

また御協力を求めなければならないわけでございます。そういうことも兼ねな

がら、１日も早くこのアクションプランを推進をすべきと思います。 

 そして、今回、私の一般質問をさせていただきました中に、ＡＬＴのお話が

ございました。いま、るる、ニュースのほうで、日本の企業が外国へ本社をも

っていくというふうな刺激的なニュースがありました。非常に残念でございま

す。その時代がもうここへ来てるわけでございます。私は、いま、助手として

ＡＬＴの先生がおいでになりますが、早く再編成を２校にしていただいて、小

学校に講師として外国の先生を、私は配置すべき、そのことによって、小学校

の子どもたちがより一層外国語になじみ、そして、将来、グローバルの社会に

おいて、将来、大事な言葉を、そこで日常、学校生活で養成されていくっつう

ことは、非常に私は大事なときに来ていると思います。そういうことも兼ねな

がら、統廃合について、このアクションプランについては、ＡＬＴやなしに講

師の先生を２校に配置していただき、そして、いま温暖化になっているこの日

本におきまして、この大規模改修をすることによりまして、空調設備を設置し

ていくというふうなことも兼ねながら、それが本当の将来を担っていただく子

どもたちのためになる、私は今回のアクションプランであると思います。 

 そういうことも兼ね、るる、まだまだたくさんあるんでございます。もっと

しゃべりたいことは、討論でたくさん言いたいです。けれども、まあこのぐら

いにしておきますけども、１日も早く仮換地指定がされれば、大変な事態が起

こるということも、皆さん、御理解していただきまして、このアクションプラ

ンについては、請願書については賛成をいたします。 

 ありがとうございました。 

○議  長  

 ほか、ございませんか。 
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「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結します。 

 これより請願第４号 小学校再編成の早期実現を求める請願書を採決します。

この採決は、挙手によって行います。 

 この請願に対する委員長の報告は、不採択です。 

 請願第４号 小学校再編成の早期実現を求める請願書を採択することに賛成

の方は挙手願います。 

 

賛成者挙手 

 

○議  長  

 挙手少数です。よって、請願第４号 小学校再編成の早期実現を求める請願

書は、不採択とすることに決定しました。 

 日程第１３ 発議第１１号 原発からの撤退と自然エネルギーへの転換を求

める意見書（案） 

を議題といたします。 

 議案の朗読を求めます。局長。 

○局  長  

 それでは朗読いたします。 

 発議第１１号 

   原発からの撤退と自然エネルギーへの転換を求める意見書（案） 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条第１項及び第２項の規定によ

り提出する。 

平成２３年９月１６日  

提出者 植  田  いずみ 

賛成者 山  口  昌  亮  

  原発からの撤退と自然エネルギーへの転換を求める意見書（案） 

 福島第一原子力発電所の事故は、原子力発電の危険性を国民の前に事実をも

って明らかにしました。 

 現在の原子力発電の技術は本質的に未完成で、極めて危険なものです。原子

力発電は莫大な放射性物質（死の灰）を内部に抱えていますが、それをどんな

事態が起きても閉じ込めておくことや無害化するための完全な科学技術は存在

しません。そして、一たび大量の放射性物質が放出されれば、被害は深刻かつ
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広範囲で、将来にわたって多大な影響を及ぼします。 

 そうした原子力発電所が、世界有数の地震・津波国である我が国に、５４基

も集中立地していることは明らかに異常であり、危険きわまりないことです。 

 歴代政府が安全神話に固執し、専門家の警告や住民の声を無視して安全対策

をとらなかったことが、どんなに深刻な結果をもたらすかも明瞭となりました。 

 よって、本町議会は政府に対し、下記のとおり要求します。 

 ①日本政府が原発からの撤退を決断し、原発をゼロにする期限を決めたプロ

グラムをつくること。 

 ②今後のエネルギー政策を、再生可能な自然エネルギーに転換するよう進め

ていくこと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 以上でございます。 

○議  長  

 提出者の趣旨説明を求めます。植田君。 

○５  番  

 ３月１１日の、皆様御存じのように、東日本大震災から６カ月が過ぎました。

しかし、いまだに福島の原発事故は終息に至っていない、これが現状でありま

す。そして、今回のこの事故がこれまでの原子力発電の安全神話、完全に崩壊

しました、今回の事故でですね。これまでの原子力発電の安全神話は、完全に

崩壊しました。それは、今回の事故でも明らかなように、一たび今回のような

事態が起きれば、現在の技術では解決することができない、本質的に未完成の

原発技術だということ。また、原発では、原発で出ました放射性物質、核のご

みを安全に管理し、無害化する技術も、現在持ち得ていない。にもかかわらず、

安全だと偽って、原発を推進してきた国などの責任は大変重大だということで

す。 

 原発事故で放射能が漏れれば、空間的にどこまでも広がり、人体や土壌など

への汚染がなくなるまでに途方もない時間を費やします。そして、その影響は

地域にコミュニティーをも破壊してしまいます。 

 そのような危険な原発が、地震・津波国である日本に５４基もあり、その中

でも奈良に一番近い福井は世界一原発集中地帯といわれ、ここ、１４基あるそ

うですが、世界一の原発集中地帯といわれています。また、ここには高速増殖

炉もんじゅもあります。このもんじゅは、テスト段階から事故が続いて、２兆

円の開発費をつぎこみながら、１ワットの電気も発電せず、１日５，５００万

円の年間にして５００億円の維持費がかかっていると言われています。 

 いま、世界では、危険な原発から安全な自然エネルギーへの転換を進めてい
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っています。日本でも、今回の福島の事故から学ぶことがあるとしたら、期限

を決めて原発からの撤退と自然エネルギー、再生可能エネルギーへの本格的な

導入にエネルギー政策を抜本的に転換することだと、私は考えています。 

 一部に、原発の代替エネルギーがあるのかとの意見も聞かれますが、環境省

は、日本の自然エネルギーの可能性、資源量を５４基の原発の発電量の４０倍

にもあたると、調査もされています。 

 また、日本は地熱発電を初め自然エネルギーの技術は、世界でもトップレベ

ルと言われています。この技術を、日本のエネルギー政策に生かして、安全で

環境に優しい社会を子どもたちに残すことは、私たち大人の責任でもあります。 

 原発撤退、自然エネルギーへの転換を求める意見書あるいは決議が、現在３

００を超えると言われています。この奈良県でも、県議会を初め、幾つかの議

会で採択をされています。平群町でもぜひ意見書を採択していただきますよう、

御賛同よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。戎井君。 

○２  番  

 本意見書に反対の立場で討論します。 

 誤解のないように最初に申し上げますが、私も原発が安全だなどと考えてい

るわけじゃ決してありません。まして、原発の事故について、深刻な事態であ

って、速やかな解決が求められること、これに異論はありません。こんなに遅

れているのはだれのせいかと言いたいわけです。 

 原子力発電は、できれば存在しないほうがいい、それはそうだと思います。

でも、なければ、我が国に必要なエネルギーをどうするのかという大変困った、

難しい存在だと思います。 

 私は、このことは自前の軍事力を持つか持たんかということとよく似たこと

だと思ってます。戦争を前提にする軍隊というのは、ないにこしたことありま

せん。でも、なければないで、外交交渉が成り立たんことは、ここ昨今たくさ

んの例があります。北方領土、竹島、尖閣諸島、これらについて同盟国アメリ
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カが何かしてくれましたか。実効支配しているロシアと交渉のテーブルにも着

いていません。韓国は、いまにも対馬も自国の領土だと言いかねません。自前

の軍事力の背景なしでは、交渉すらできない現実の前で、それでも非武装中立

と言いますか。 

 原発からの撤退、これを主張するだけで、いま先ほど申し上げたように、我

が国に必要なエネルギー、これが供給できるんでしょうか。原発をゼロにする

プログラムを期限を決めてなどという、こんなのはないものねだりもいいとこ

です。 

 再生可能な自然エネルギーだけで必要なエネルギーを賄うなどということは、

原発は安全と喧伝すること同様、根拠に乏しい期待に過ぎず、責任を伴わない

言いっ放しに終わること必定です。 

 外出するときには、当然のように電車を利用し、家庭ではテレビ、冷蔵庫、

エアコンと、昨今は若干の節電はしたんでしょうけど、基本的には使い放題に

電気を使っておきながら、供給する側にだけ無理難題を要求する。これは、現

実を直視すれば、どう考えても無理だと言わねばならないことを、しかし、理

論上は可能性を否定できない、そういうことを理由にしゃにむに実現しろとの

ないものねだりに似た主張と言わねばなりません。 

 国難とも言える異常事態に乗じて、耳ざわりのいい、しかし、実現性の極め

て乏しい思いつきに追随するがごとき意見書には反対します。 

 以上です。 

○議  長  

 森田君。 

○４  番  

 原発からの撤退と自然エネルギーへの転換を求める意見書に賛成の立場で討

論いたします。 

 日本は唯一の被爆国であり、３月１１日の東日本大震災による津波で、東京

電力福島第一発電所が想定外の事故によりおびただしい放射能物質を放出する

ことにより、福島県民だけでなく、日本いや世界中から注目されております。

アメリカ合衆国のスリーマイル島の原発事故、ウクライナ共和国のチェルノブ

イリ原発事故の反省も生かされないまま、原発の安全神話はこれで崩壊したこ

とになります。 

 また、原発から発生する放射能性廃棄物の処理方法も、いまだ確立しており

ません。危険性を多くはらんでいる原発から自然エネルギー、再生エネルギー

の転換には、世界中の国々がかじを切っております。いま生きている私たちは、

自然エネルギーからの転換は、将来への私たちの責務であります。資源の乏し
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い日本にとって、原子力発電は魅力のあるものでありますが、太陽光発電、風

力発電、地熱発電など自然エネルギーの転換には、コスト、電気の質、多くの

困難が伴うと思いますが、過去に自動車の排ガス規制、公害規制をクリアした

日本の技術力であれば、官学民が総力を挙げて取り組めば不可能ではないと、

私は思います。 

 国民も政府に原発から自然エネルギーへの転換を求めるだけでなく、国民も

豊かな暮らしを享受してきたものですが、これからは節電に努め、多少の不自

由さの生活に協力しなければなりません。私も２５年ほど前、太陽光発電に取

り組んでいる方から、太陽光発電は変換効率、コストの面、太陽光発電パネル

は半導体でございますので、シリコンの入手、耐用年数、そして電気の質、す

なわち電圧、周波数が安定しないという問題が抱えているというふうにお聞き

しておりました。それが、大幅に改善されたというふうに聞いております。 

 また、最近は深海に眠るメタンハイドレートというエネルギーがまだ採取方

法が確立していないというふうに聞いておりますが、これはものすごく有望で

あるというふうに聞いております。 

 何にしましても、原発から自然エネルギーへの転換を求めることが、我々と

しても必要不可欠との観点で、本意見書に賛成いたします。 

○議  長  

 窪君。 

○８  番  

 原発からの撤退と自然エネルギーへの転換を求める意見書には、意見を付し

て反対の立場で討論させていただきます。 

 ３月１１日、東日本大震災から６カ月が過ぎました。改めて全国の大震災で

お亡くなりになられた方々や御遺族の方々に、心より哀悼の意を表しますとと

もに、被災された方、不自由な生活、避難生活を余儀なくされておられる多く

の方々に、心よりお見舞いを申し上げます。 

 また、東京電力福島第一原発の事故により甚大な被害を受け、避難されてい

る方々に、心よりお見舞い申し上げます。また、日夜、復旧、復興に取り組ん

でくださっている多くの関係者の皆様の御尽力にも深い感謝と敬意を表します。 

 さて、今回の原発事故を通し、安全なエネルギー社会の構築に全力で取り組

み、原発の依存をなくしていく脱原発と自然エネルギーの開発は、最重要であ

ります。原子力発電については、まず安全確保と地域住民を初め国民の納得が

大前提であるということは言うまでもありませんが、風力や太陽光などの再生

可能エネルギーと、クリーンエネルギーである水素を有効活用する社会が実現

するまでの過渡的なつなぎエネルギーとして補われ、また、日本はエネルギー
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の８０％以上を海外に依存しており、そのうちの半部を占める石油は９９％輸

入に頼っており、国際情勢などに左右されず、エネルギーの安定供給という観

点からや低炭素社会の実現という観点から認められてまいりました。 

 しかし、今回の原発事故災害により、エネルギーの供給構造やこれまでの体

制等を抜本的に見直しをされなければなりません。一方、すべての原子力発電

を即刻停止することや、定期点検中の原発も含めてすべてを停止した場合、約

３０％もの電力を供給できなくなるという現実もあり、特に企業や医療関係

等々に大きなリスクが伴うことも十分理解しなければなりません。 

 また、日本がエネルギー確保等のために、資源なき国ができるだけ国民の負

担を少なく、そして石油等の資源が枯渇しても安定的なエネルギーを確保する

ために推進してきた政策が原子力ということは否めません。 

 ゆえに、脱原発に関しては、穏やかな脱原発しか道は残っていないと考えま

す。この穏やかな脱原発のために、具体的には福島原発事故の徹底分析、検証

と最新の科学的知見を踏まえ、新たに安全基準を高度化する。その基準を満た

さないもの、既に経年しているものから廃炉作業に入り、原則としてもちろん

増設は行わない方向で進めるということであります。 

 ただ、原発立地地域の雇用や経済、税収にも大きな影響を及ぼすことや日本

の経済の空洞化を懸念する声もある中で、さまざまな課題を踏まえた上で、再

生可能エネルギーの導入促進を図り、段階的に原子力への依存を減らしていく

方向が必要ではないかと考えます。 

 以上の観点から、原発からの撤退と自然エネルギーへの転換を求める意見書

には、賛同をいたしかねます。 

 以上で反対討論とさせていただきます。 

○議  長  

 山口君。 

○６  番  

 原発問題については、日本にですね、アメリカから持ち込まれる当初から、

もともと日本の原子力発電所というのは、アメリカの原子力潜水艦を転用して

つくられたものです。今度の福島の事故でも、地震の少ないアメリカが地下に

さまざまな重要な機械を置いたということで、日本では地震が多いにもかかわ

らずですね、アメリカのものをそのまま利用したということも非常に大きな災

害になったというのはあります。 

 ただ、意見書にもありましたし、また趣旨説明でもありましたけれども、基

本的にいまの人類の科学の到達で原子力発電、原子力を制御できないという。

制御できないものが、いまもう既にすごくたくさんできてるんですね。日本の
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原子力発電所５４基で、広島型原発が１日に３発分ぐらいできる、こういう報

告もあります。そんなものがどんどんどんどん積み重なっていってる。ほんで、

先日、一部ニュースで流れたのは、アメリカと日本の原子力発電所で出た放射

能物質をですね、モンゴルの地下深くに埋めるというような話、よその国にそ

ういうものを埋めるというようなニュースまで流れましたけれども、いずれに

しても、いますぐとめたとしても、いまこれまでにつくられた原子力のですね、

ごみがですね、その処理もできないというような状況です。 

 そういう点から考えても、いますぐということではありませんけれども、我

が国の電力供給の、いま原子力が２０％ぐらいを賄っているわけですけれども、

今回の夏の節電でも、原子力発電所がたくさんとまった中で、何とか国民ので

すね、理解もあって持ちこたえられたわけですから、これから自然エネルギー

のほうにしっかりと変えていけば、十分やっていけると思う。 

 先日、学習会でデンマークの話をいろいろお聞きしました。もうデンマーク

は初めっからですね、もちろん原発には頼ってませんし、自然エネルギーを相

当部分されてるんですね。ドイツでも、今度の福島の原発事故を受けて、一切

原子力から撤退していく。自然エネルギーに変えていく。これはもう世界の流

れなんですね。早いか遅いかは別にして、この意見書にありますように、やっ

ぱり期限を切らないといつまでもずるずるいきますから、自然エネルギーのほ

うにしっかりと、いま原子力に使っている２兆円、３兆円の金をですね、国費

をそちらのほうに持っていけば、日本の技術を持ってすれば、そんなに時間を

かからずに自然エネルギーのほうに転換できる。そういう意味では、地方から

ですね、国のほうにしっかりとこういう意見を上げていく。そのことが、広島

や長崎そしてビキニ、さらに今回は福島という、こういう被曝者をつくらない

ためにもですね、この意見書はぜひ採択して、国の政府関係機関にですね、送

付をすることが重要だと考えます。以上、そういう意味からも賛成いたします。 

○議  長  

 ほか、ございませんか。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する討論を終結します。 

 本案については原案どおり可決し、意見書として関係行政庁へ送付すること

に賛成の方、挙手願います。 

 



－２６６－ 

賛成者挙手 

 

○議  長  

 はい、挙手多数であります。よって、本案については、原案どおり可決し、

関係行政庁へ送付することに決しました。 

 日程第１４ 委員会の閉会中の継続調査の件 

を議題といたします。 

 議会運営委員長より会議規則第７５条の規定によってお手元に配付いたしま

した閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長から申し出のどおり閉会中の継続調査とすることにいたしたいと思い

ますが、異議ございませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、委員長から申し出どおり閉会中の継続調査す

ることに決定いたしました。 

 以上で、本定例会に付議された事件については全部終了いたしました。 

 これで本日の会議を閉じます。 

 町長、閉会に当たり、ごあいさつをお願いします。はい、町長。 

○町  長  

 議員各位におかれましては、本議会中、熱心な議論をいただき、上程いたし

ました１７件の案件につきまして、すべて可決認定いただきまして、ありがと

うございます。 

 さて、今議会で７年ぶりに黒字決算の認定をいただいたところですが、改め

て全町民の皆様に心から感謝申し上げる次第でございます。同時に、議員各位

の御理解と御協力、職員の頑張りや協力にも感謝したいと思います。 

 ただ、この間、一部で黒字決算の要因が国の財政支援によるということが強

調され過ぎるなど、町民に誤解を与えかねない発言や一部ミニコミ紙報道など

もあります。確かに、地方交付税は平成１９年度を底に、ここ３年間増額され

てきたことは事実で、その意味では国の財政支援が財政健全化に寄与したこと

は間違いないことではありますが、そのことよりも全町挙げて取り組んできた

行財政改革や固定資産税の増額といった住民の協力が最も大きな要因であり、

まずはそのことを最優先に掲げて、全町民に感謝すべきだと考えます。 



－２６７－ 

 国の財政支援を言うのであれば、平成１９年度以前の過去の地方交付税が、

現在の地方交付税とは比較にならない莫大な金額が交付されていたことに言及

しなければなりません。それでいて、なぜ赤字財政に陥ったのかということが、

逆に問われることになります。そのことは、本町と同じ状況にあったほかの町

が、この間時代の流れに適切に対応して健全財政を維持してきていることから

も指摘されてしかるべきことであります。 

 国の支援を言う前に、ここは全町民に感謝を申し上げながら、同時に喜びを

みんなで分かち合いたいものでございます。 

 さて、小学校再編成は、議会や一部保護者の御理解に至らず、事務作業が一

たん中断状態にあることは、まことに遺憾なことであります。しかし、小学校

の再編成は、あくまで子どもたちの教育環境を改善し、未来ある子どもたちの

成長を全町挙げて支えていこうということにあります。ここは、しばらく熟考

する期間も置くべきだと申し上げておきたいと思います。そうではありますが、

南小学校や西小学校の現状をこのまま放置してよいわけがございません。当然、

アクションプランの４校を２校に再編するという基本の考えは堅持し、その実

現に最善を尽くしてまいりたい。そのことだけは、ここで明言しておきます。 

 しかし、現在のこの状況をかんがみれば、南小学校についてはもう少し時間

をかけてみんなで考えていかなければならないのではないでしょうか。ただ、

今議会において、２，３００名にも及ぶ署名が提出されたことは、私としまし

ては、大変重く受けとめていかなければならないと考えているところでござい

ます。いずれにいたしましても、再編成を実現させるには、できるだけ多くの

方が再編してよかったと思っていただけることが大切であります。そのことが、

平群町の子どもたちの教育環境の向上、町民全体で学校を支え、町民全体で子

どもたちの成長を支えていく力につながっていくものと確信するところでござ

います。 

 皆々様の冷静な対応と、より一層の御支援を心からお願い申し上げる次第で

ございます。 

 ありがとうございます。 

○議  長  

 これをもって平成２３年平群町議会第５回定例会を閉会いたします。 

（ブー） 

閉    会  （午後  ４時２４分） 
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